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                                 全建労発第  14 号 

                              令和３年５月 11日 

各都道府県建設業協会会長 殿 

 

                       一般社団法人 全国建設業協会 

                        会 長  奥  村 太 加 典 

〔  公  印  省  略  〕  

 

働き方改革への取組の推進について 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。本会の活動につきましては日頃から

格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

本会における働き方改革の推進につきましては、平成 29 年９月に策定した「働き

方改革行動憲章」及び同行動憲章をより具体化した「今後の働き方改革の取組につい

て（継続）（令和２年４月１日付け全建労発第１号）」により、各都道府県建設業協会

及び会員企業の皆様と共に、一体的に取り組んできたところです。    

とりわけ、公共工事設計労務単価については、国土交通省から「技能労働者の賃金

上昇に向けた取組について（令和３年４月２日付け事務連絡）」による通知を受け、全

建において「技能労働者の賃金上昇に向けた取組について（令和３年４月６日付け全

建労発第５号）」により各都道府県建設業協会会長あて通知したところです。 

また、４月 21 日開催の理事会において、同趣旨を盛り込んだ令和３年度事業計画

の変更について報告したところです。 

さらに、建設業における時間外労働の罰則付き上限規制が令和６年４月から適用さ

れることから、長時間労働の是正、労働条件の改善への対応は待ったなしの状況とな

っています。 

このため、今年度におきましては、下記によりこれまでの取組をさらに強化して行

うことといたします。 

今後、本取組の趣旨をご理解の上、具体的な取組が円滑に進みますよう、ご配慮の

ほどよろしくお願いいたします（後日、本件に関する具体的な取組内容を通知いたし

ます。貴協会の会員企業の皆様には、後出の通知においてご周知くださいますようお

願いいたします。）。 

記 

 

１ 令和３年度の賃金の支払い 

  令和３年３月から適用される設計労務単価は、全国全職種平均で 1.2％上昇（９

年連続の上昇）となりましたが、この数値は調査結果がマイナスとなった地域・職

種について新型コロナウイルスの影響を踏まえた特別措置として据え置いた結果

であり、令和３年度の賃金はこの単価引上げ分をアップするだけでは、今後、負の

スパイラルに陥るおそれがあります。 
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このため、本会においては、別紙のとおり令和３年度の事業計画を変更するこ

ととし、その内容について４月 21日の理事会において報告したところです。事業

計画の概ね２％以上の賃上げを目指すということは、中小企業などで負担となる

懸念もありますが、技能者労働者の賃金引上げが労務単価の上昇を通じて、適正

利潤の確保、更なる賃上げにつながる好循環を堅持するために必要不可欠です。

このため、会員企業の皆様には、その趣旨をご理解いただき、下請契約におい

て、概ね２％以上の賃上げの反映を徹底していただくとともに、下請会社への指

導等の取組を進めていただきたいこと（別紙参照）。 

 

２ 「休日  月１＋（ツキイチプラス）」運動から「目指せ週休２日＋360時間（２＋

360ツープラスサンロクマル）運動」への加速化等を通じた労働条件の改善 

（１）目指せ週休２日運動 

会員企業において、これまで取り組んでいただいた「休日  月１＋（ツキイ

チプラス）運動」の取組を加速化し、今年度から新たに「目指せ週休２日運

動」として取り組んでいＴだきたいこと。 

このことにより、現場休工や業務のやり繰りにより従業員へ休暇を付与し、

「週休２日」の休日確保を目標としていただきたいこと。本運動の周知に当た

っては、全建で新たに作成予定のポスターや小冊子の活用も図っていただきた

いこと。 

  （２）目指せ 360時間運動 

     上記（１）の取組に合わせ、時間外労働等の労働時間の適正な把握及び管理

に関する周知等を行うとともに、時間外労働の罰則付き上限規制、時間外労働の

割増賃金率引上げ等に関する周知、啓発を行い、時間外労働の上限を原則年 360

時間以内となるよう取り組んでいただきたいこと。 

   

 ※ 上記（１）と（２）の取組を合わせて「目指せ週休２日＋360時間（２＋360

ツープラスサンロクマル）運動」として一体的に取り組んでいただきたいこと。 

 

３ 社会保険加入対策 

  令和２年度に引き続き、工事の種別に関係なく、会員企業が直接契約を取り交わ

す下請企業については、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等

について（令和２年９月 30 日付け国不建整第 72 号）」を踏まえた取組を行ってい

ただきたいこと。 

(注) 適用除外とされている事業所（健康保険及び厚生年金保険については、個人

事業主で従業員が５人未満の事業所）を除く。 

以上 

 

担当：労働部 古田 、吉田 


